
規
　
　
則

香
川
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
　
策
　
課
）

一

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
県
民
参
画
課
、
み
ど
り
整
備
課
、
生
活
衛
生
課
、
農
業
経
営
課
）

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
（
子
育
て
支
援
課
）

二

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

告
　
　
示

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
発
生
の
た
め
の
同
意
の
認
定

（
水
　
産
　
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
　
　
　
　
　
　
　
（
税
　
務
　
課
）

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
立
病
院
課
）

四

○
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

警
察
本
部
告
示

○
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
三
号
（
香
川
県
警
察
の
公
印
）
の
一
部
改
正

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
第
九
一
九
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 101 号

平成 16 年

12月21日（火曜日）

一

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
の
公
表

七

香
川
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
二
号

香
川
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
三
号

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
八
号
中
「
破
産
宣
告
の
請
求
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
」
に
、
「
破
産
の
宣
告
」

を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

規

則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
第
九
一
九
五
号
）

二

第
二
号
様
式
農
業
改
良
資
金
借
用
証
書
特
約
条
項
第
一
条
第
三
号
及
び
第
六
号
様
式
農
業
改
良
資
金

県
貸
付
金
借
用
証
書
特
約
条
項
第
二
条
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
香
川
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
用
証
書
特
約
条
項
第
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
様
式
林

業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
借
用
証
書
特
約
条
項
第
二
条
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
香
川
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川
県
規
則
第
六
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
四
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
二
年
香
川
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
　
削
除

第
十
八
条
中
「
、
保
護
受
託
者
」
を
削
り
、
「
指
定
国
立
療
養
所
等
」
を
「
指
定
医
療
機
関
」
に
改
め

る
。第

十
五
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
改
正
規
定
（
「
、
保

護
受
託
者
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
五
号

香
川
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
八
号
中
「
里
親
等
」
を
「
里
親
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
六
条
第
一
号
中
「
破
産
宣
告
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
第
四
号
中
「
破
産
の
宣
告
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
会
計
課
の
出
納
員
の
項
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
八
百
三
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
志
度
加
入
区
に
つ
い
て
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
と
認
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
八
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

破
産
　
　
　
破
産
手
続
開
始破
産
　
　
　
破
産
手
続

開
始

破
産
　
　
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定

第
15号
様
式
か
ら
第
18号
様
式
ま
で
　
削
除

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
第
九
一
九
五
号
）

三

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平

成
十
七
年
一
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
観
音
寺
善
通
寺
線
（
四
十
九
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
道
路
改
良
工

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
三
六
〇
　
事
に
よ
る
現

一
三
・
五
　
　
　
　
　
　
　
道
拡
幅

一
二
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
三
六
〇

一
八
・
〇

●
香
川
県
告
示
第
八
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平

成
十
七
年
一
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
観
音
寺
善
通
寺
線
（
四
十
九
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
上
新
開
甲
一
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
　
　
　
一
三
・
五
　
　
　
　
四
八

三
六
番
一
三
地
先
か
ら

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
上
新
開
甲
一
二

後
　
　
　
一
六
・
〇
　
　
　
　
四
八

三
六
番
八
地
先
ま
で

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

●
香
川
県
公
告
第
六
百
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
二
月
十
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
二
月
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
ん
ず

白
澤
　
修

さ
ぬ
き
市
長
尾
東
一
二
七
一
番
地

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
や
高
齢
者
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
、
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
地
域
生
活
支
援
や
相
談
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
支

援
を
必
要
と
す
る
者
と
そ
の
家
族
へ
の
生
活
の
自
己
選
択
の
幅
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
な
地
域
福
祉
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
九
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

公

告

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
上
新
開
甲
一
二

三
九
番
二
地
先
か
ら

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
上
新
開
甲
一
三

一
六
番
一
地
先
ま
で

境
界
確
認
に

よ
る
台
帳
の

訂
正
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報
　
　
　
　
平
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十
六
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十
二
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二
十
一
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（
第
九
一
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）

四

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

氏
名
又
は
名
称
　
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
取
消
し
の
年
月
日

石
川
石
油
株
式
会
　
石
川
　
信
幸
　
　
観
音
寺
市
坂
本
町
三
―
一
―
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

株
式
会
社
昭
和
興
　
村
上
　
武
　
　
　
高
松
市
東
ハ
ゼ
町
八
七
七
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

産
●
香
川
県
公
告
第
六
百
十
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
購
入
物
品
名
及
び
数
量
　
Ｘ
線
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
　
一
式

２
　
購
入
物
品
の
要
求
諸
元
　
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
納
入
場
所
　
香
川
県
立
中
央
病
院

４
　
納
入
期
限
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

５
　
入
札
方
法
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

三
　
契
約
の
内
容
を
示
す
日
時
及
び
場
所
等
　
（
入
札
説
明
書
の
交
付
等
）

１
　
入
札
説
明
書
の
交
付

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
十
三
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休

日
」
と
い
う
。
）
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
三
日
ま
で
を
除
く
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
）

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
健
康
福
祉
部
県
立

病
院
課
総
務
・
財
務
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
三
一
〇
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
八
七
―
八

六
二
―
〇
〇
五
九

２
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
一
月
十
三
日
　
午
後
二
時
　
香
川
県
立
中
央
病
院
南
館
一
〇
階
第
一
会
議
室

３
　
現
場
下
見
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
一
月
十
三
日
　
午
後
三
時
　
香
川
県
立
中
央
病
院

四
　
契
約
の
内
容
に
関
す
る
質
問
の
受
付

契
約
の
内
容
に
関
す
る
質
問
が
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
七
日
正
午
ま
で
に
、
三
の
１

に
示
し
た
場
所
等
に
対
し
文
書
で
行
う
こ
と
。（
文
書
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
も
可
と
す
る
。
）

回
答
は
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
一
日
ま
で
（
休
日
を
除
く
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
香
川
県
健
康
福
祉
部
県
立
病
院
課
で
閲
覧
に
供
す
る
。

五
　
入
札
及
び
開
札
を
行
う
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
二
月
十
五
日
　
午
後
二
時
　
香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
五
会
議
室

六
　
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業

者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札
の
可
否

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
に
あ
っ
て
は
書
留
親
展
に
、
信
書
便
に
あ
っ
て
は
郵
便
に
お
け
る
書
留

親
展
に
相
当
す
る
方
法
に
限
る
。
（
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
七
年

二
月
十
四
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）

七
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

規
則
第
百
五
十
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
減
免
す
る
の
で
、
減
免
を
希
望
す
る
者
は
、
平
成
十
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五

七
年
二
月
一
日
午
後
三
時
ま
で
に
入
札
又
は
契
約
保
証
金
減
免
申
請
書
を
香
川
県
健
康
福
祉
部
県
立
病

院
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

八
　
入
札
者
の
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
香
川
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告

日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
二
月
一
日

ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格
付

け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３
　
香
川
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者

で
あ
る
こ
と
。

４
　
本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
用

具
の
販
売
業
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

６
　
応
札
し
よ
う
と
す
る
物
品
が
、
入
札
説
明
書
又
は
仕
様
書
に
示
す
特
質
等
を
有
す
る
こ
と
を
示
す

機
能
・
諸
元
証
明
書
を
提
出
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

７
　
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
及
び
数
量
を
、
当
該
物
品
の
製
造
者
、
販
売
代
理
店
又
は
輸
入
代
理

店
の
出
荷
証
明
等
に
よ
り
、
入
札
説
明
書
又
は
仕
様
書
で
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
確
実
に
納
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

８
　
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
に
係
る
迅
速
な
維
持
補
修
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

九
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
八
の
５
、
６
、
７
及
び
８
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
を
平
成
十
七
年
二
月
一
日
午
後
三
時
ま
で
に
、
三
の
１
に
示
し
た
場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類
に
関

し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
さ
れ
た
書
類
の
審
査
に
合
格
し
た
者
に
限
り
入
札
に
参
加
で
き
る
も
の
と
し
、
審
査
の
結
果
は
、

平
成
十
七
年
二
月
十
日
ま
で
に
通
知
す
る
。

十
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し

な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無
効
と

す
る
。

十
一
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明
ら

か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す

る
。

十
二
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価

格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

な
お
、
入
札
結
果
は
、
香
川
県
物
品
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
の
周
知
及
び
公
表
に
関
す
る
要
綱

に
基
づ
き
公
表
す
る
。

十
三
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落
札

は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て
は

な
ら
な
い
。

十
五
　
そ
の
他

１
　
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
ま
た
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
入
札
者
の
参
加

資
格
で
も
あ
る
の
で
、
三
の
１
に
示
し
た
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

２
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
は
日
本
語
と
し
、
通
貨
は
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

十
六

Sum
m
ary
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六

神
戸
市
西
区
学
園
西
町
五
丁
目
一
　
進
藤
春
男

丸
亀
市
川
西
町
北
六
八
三
　
近
藤
義
和

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
十
一
号

平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
三
号
（
香
川
県
警
察
の
公
印
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
警
察
本
部
長
　
　
沖
　
　
田
　
　
芳
　
　
樹

一
の
ト
及
び
チ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ト
　
香
川
県
高
松
北
警
察
署
長
印

チ
　
香
川
県
高
松
南
警
察
署
長
印

一
の
ル
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ル
　
香
川
県
丸
亀
警
察
署
長
印

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

●
香
川
県
公
告
第
六
百
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香

川
県
三
郎
池
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
道
池
下
流
地
区
）
の
換
地
計
画
に

つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
十
二
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
川
西
町
北
字
土
井
ノ
内
五
一
四
―
一
、
五
一
四
―
二
、
五
一
四
―
三
、
五
一
五
―
一
、
五
一

六
―
一
、
五
一
七
―
一
、
五
一
七
―
二
、
五
一
八
―
二
、
五
二
〇
―
一
、
五
二
三
―
一
、
五
二
三
―
二
、

五
二
三
―
三
、
五
二
三
―
四
、
五
二
四
、
五
二
五
及
び
五
二
六
―
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
松
島
町
二
丁
目
六
―
一
　
株
式
会
社
た
ま
や
　
代
表
取
締
役
　
中
尾
元
紀

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

警
察
本
部
告
示

1
N
ature

and
quantity

of
the
products

to
be
purchased

:C
om
puted

Tom
ography

System
,
1
set

2
Tim
e-lim

it
for
tender:2:00

p.m
.,
February

15,
2005（

B
y
m
ail,
tenders

m
ust
be

subm
itted

by
5:00

p.m
.,
February

14,
2005）

3
C
ontact

point
for
the
notice:Prefectural

H
ospitals

D
ivision,H

ealth
and

W
elfare

D
epartm

ent,
K
agaw

a
Prefectural

G
overnm

ent,
4-1-10,

B
ancho,

Takam
atsu
-shi,

K
agaw

a-ken,
Japan

760-8570.
TE
L
087-832-3310

4
W
e
use

the
Japanese

language
and

the
Japanese

yen
in
the
procedures

of

the
contract.
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川
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平
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十
六
年
十
二
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二
十
一
日

（
第
九
一
九
五
号
）

七

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　
　
　
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

自
由
民
主
党
香
川
県
さ
ぬ
　
政
治
団
体
の
　
自
由
民
主
党
香
川
県
さ
ぬ
　
自
由
民
主
党
香
川
県
大
川

き
市
選
挙
区
第
一
支
部
　
　
名
　
　
　
称
　
き
市
選
挙
区
第
一
支
部
　
　
郡
選
挙
区
第
一
支
部

自
由
民
主
党
香
川
県
電
気
　
主
た
る
事
務
　
香
川
郡
香
川
町
川
東
上
一
　
高
松
市
鶴
市
町
九
六
一
―

通
信
支
部
　
　
　
　
　
　
　
所
の
所
在
地
　
七
九
一
―
九
　
　
　
　
　
　
五

会
計
責
任
者
　
川
田
　
　
要
　
　
　
　
　
　
二
川
　
俊
昭

の
　
氏
　
名

監
査
委
員
公
表

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
３６
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
7
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
9
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
16年
12月
21日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川
　

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

第
1
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
高
松
空
港
ビ
ル
株
式
会
社

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
466,666,500円

貸
付
金

前
年
度
末
貸
付
残
高
　
　
　
104,000,000円

当
年
度
貸
付
額
　
　
　
　
　
958,100,000円

当
年
度
償
還
額
　
　
　

1,010,100,000円

当
年
度
末
貸
付
残
高
　
　

52,000,000円

4
事
業
の
概
要

当
会
社
は
、
空
港
利
用
者
へ
の
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
建
設

と
運
営
に
当
た
る
組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
、
貸
室
業
や
航
空
事
業
者
へ
の
役
務
の
提
供
、
広
告
代
理

業
等
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
貸
付
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
2
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
社
団
法
人
香
川
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
19日

3
県
の
交
付
金
の
額
　
　
　
175,499,000円

4
監
査
の
結
果

運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お

お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
3
監
査
対
象
団
体
　
　
　
　
高
松
空
港
振
興
期
成
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月

5
日

3
県
の
負
担
金
の
額
　
　
　
62,884,000円

4
監
査
の
結
果

高
松
空
港
振
興
期
成
会
負
担
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
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八

お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
4
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
情
報
化
推
進
機
構

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月

5
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
5,000,000円

補
助
金

52,106,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
情
報
化
に
関
す
る
普
及
啓
発
、
調
査
研
究
、
人
材
育
成
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
香

川
県
に
お
け
る
調
和
の
と
れ
た
情
報
化
を
推
進
し
、
も
っ
て
県
民
福
祉
の
向
上
及
び
地
域
経
済
の
活

性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
5
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
学
校
法
人
花
岡
学
園

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
16日

3
県
の
補
助
金
の
額
　
　
　
234,596,892円

4
監
査
の
結
果

学
校
法
人
花
岡
学
園
が
設
置
す
る
坂
出
第
一
高
等
学
校
等
の
経
常
的
経
費
等
に
対
す
る
補
助
金
に

係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、

指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
6
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
学
校
法
人
上
戸
学
園

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
16日

3
県
の
補
助
金
の
額
　
　
　
235,837,741円

4
監
査
の
結
果

学
校
法
人
上
戸
学
園
が
設
置
す
る
香
川
西
高
等
学
校
等
の
経
常
的
経
費
等
に
対
す
る
補
助
金
に
係

る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、

指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
7
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
学
校
法
人
聖
母
学
園

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
19日

3
県
の
補
助
金
の
額
　
　
　
132,205,000円

4
監
査
の
結
果

学
校
法
人
聖
母
学
園
が
設
置
す
る
桜
町
聖
母
幼
稚
園
等
の
経
常
的
経
費
等
に
対
す
る
補
助
金
に
係

る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
検
討
指
示
事
項
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

該
当
事
項
な
し

検
討
指
示
事
項

教
職
員
の
諸
手
当
に
つ
い
て
、
各
幼
稚
園
の
判
断
に
よ
り
支
給
し
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ

た
の
で
、
規
程
改
正
も
含
め
支
給
基
準
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
8
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
明
治
百
年
記
念
香
川
県
青
少
年
基
金

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月

5
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
590,000,000円

4
事
業
の
概
要
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九

当
財
団
は
、
明
治
百
年
を
記
念
し
て
、
香
川
の
青
少
年
が
そ
の
成
果
を
受
け
つ
ぐ
誇
り
と
責
任
を

自
覚
し
、
自
ら
の
手
で
次
代
を
開
く
夢
と
希
望
に
満
ち
て
進
む
よ
う
青
少
年
育
成
事
業
を
積
極
的
に

実
施
し
、
そ
の
健
全
育
成
を
期
し
、
郷
土
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
青

少
年
文
庫
の
設
置
運
営
、
青
少
年
の
国
際
交
流
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お

り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

第
9
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
国
際
交
流
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　

1,000,000,000円

補
助
金
　
　

23,604,803円

委
託
金
　
　

56,553,649円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
県
、
市
町
、
民
間
団
体
等
と
連
携
し
つ
つ
、
多
く
の
県
民
の
参
加
の
下
に
国
際
交
流

を
推
進
し
、
世
界
の
人
々
と
の
相
互
理
解
と
友
好
親
善
を
図
り
、
も
っ
て
、
県
民
福
祉
と
世
界
に
開

か
れ
た
地
域
づ
く
り
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
国
際
交
流
事
業
の
企
画

及
び
推
進
、
民
間
団
体
の
国
際
交
流
活
動
に
対
す
る
支
援
等
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
10
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
吉
野
川
水
源
地
域
対
策
基
金

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月

9
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
202,050,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
吉
野
川
水
系
に
お
け
る
治
水
及
び
利
水
の
た
め
の
諸
施
策
の
推
進
、
水
没
関
係
住
民

の
生
活
の
安
定
及
び
水
没
関
係
地
域
の
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
流
域
関
係
地
域
の
振
興
と
一
体
的
発

展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
11
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
か
が
わ
水
と
緑
の
財
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　

10,000,000円

委
託
金
　
　
155,970,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
森
林
公
園
及
び
香
川
用
水
記
念
公
園
の
管
理
運
営
、
林
業
労
働
力
の
確
保
、
森
林
の

整
備
及
び
緑
化
の
推
進
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
国
際
協
力
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
田
園
都
市
香
川

の
形
成
及
び
国
際
貢
献
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し

て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
12
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
環
境
保
全
公
社

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
９
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
129,050,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
と
と
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も
に
、
県
内
産
業
の
健
全
な
発
展
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
廃
棄
物
の
処
理
に
関

す
る
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
13
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
民
間
社
会
福
祉
施
設
振
興
財
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
400,000,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
県
内
に
お
け
る
民
間
の
社
会
福
祉
施
設
の
環
境
、
施
設
及
び
設
備
の
整
備
並
び
に
職

員
の
研
修
等
に
対
す
る
助
成
事
業
並
び
に
職
員
の
退
職
手
当
共
済
制
度
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
社
会
福
祉
の
向
上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種

事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
14
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
基
金

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
250,000,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
振
興
・
調
整
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
す
る
調
査
・
研

究
等
を
行
い
、
も
っ
て
県
民
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
の
振
興
を
図
る
た
め
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
15
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
か
が
わ
健
康
福
祉
機
構

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
428,000,000円

補
助
金
　

92,482,728円

委
託
金
　
　
457,836,784円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
県
民
の
健
康
増
進
と
社
会
福
祉
の
向
上
に
必
要
な
知
識
・
技
術
の
普
及
や
人
材
の
育

成
を
図
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
が
こ
れ
ま
で
培
っ
た
豊
か
な
経
験
と
能
力
を
社
会
の
各
分
野
で
発
揮

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
だ
れ
も
が
生
涯
を
通
じ
て
、
健
康
で
明
る
い
生
き
が
い

を
持
っ
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
県
民
の
健
康
増
進

と
社
会
福
祉
活
動
の
拠
点
と
し
て
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
16
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
国
民
年
金
福
祉
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
34,000,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
国
民
年
金
制
度
の
趣
旨
の
徹
底
並
び
に
国
民
年
金
の
被
保
険
者
及
び
年
金
受
給
権
者

等
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
国
民
年
金
健
康
保
養
セ
ン
タ
ー
の

受
託
経
営
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
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一
一

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
10日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金

50,000,000円

補
助
金

12,748,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
身
体
障
害
者
の
自
立
更
生
等
を
援
助
し
、
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
設
立
さ
れ
、
身
体
障
害
者
福
祉
事
業
の
総
合
企
画
、
調
査
研
究
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
19
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
い
の
ち
の
リ
レ
ー
財
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
10日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金

59,430,000円

補
助
金
　
　
4,427,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
腎
臓
移
植
に
関
す
る
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
臓
器
移
植
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の

連
絡
調
整
、
臓
器
移
植
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
健
康
の
増
進

及
び
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
腎
臓
移
植
に
関
す
る
助
成
、
臓
器

提
供
意
思
表
示
カ
ー
ド
普
及
及
び
臓
器
移
植
に
関
す
る
普
及
啓
発
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
指
導
注
意
事
項
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
指
導
注
意
事
項
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

当
財
団
が
取
得
し
た
財
産
が
設
立
当
初
よ
り
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
ず
、
収
支
計
算
書
や
貸
借

対
照
表
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

検
討
指
示
事
項

該
当
事
項
な
し

第
17
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
児
童
・
青
少
年
健
全
育
成
事
業
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
10日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
520,000,000円

補
助
金
　

63,076,000円

委
託
金
　
　
440,936,873円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
児
童
・
青
少
年
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
児
童
・
青

少
年
の
健
全
育
成
施
設
の
運
営
及
び
児
童
・
青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て

い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
18
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
身
体
障
害
者
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度
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一
二

ア
　
法
人
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
は
、
会
計
年
度
開
始
前
に
理
事
会
の
議
決
を
得
る
必
要
が

あ
る
。

イ
　
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
内
部
け
ん
制
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

検
討
指
示
事
項

該
当
事
項
な
し

第
20
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
食
鳥
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金

10,000,000円

補
助
金

17,664,836円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
食
鳥
肉
等
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
も
っ
て
公
衆
衛
生
の
向

上
及
び
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
食
鳥
検
査
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
21
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
11日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
1,500,000円

補
助
金

20,235,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
香
川
県
に
お
け
る
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
経
営
の
健
全
化
及
び
振
興
を
通
じ
て
、
衛

生
水
準
の
維
持
向
上
を
図
り
、
併
せ
て
利
用
者
又
は
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

５
　
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
22
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
香
川
県
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
事
業
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
11日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　

10,000,000円

委
託
金

1,915,471,927円

4
事
業
の
概
要

当
事
業
団
は
、
県
と
一
体
と
な
っ
て
、
社
会
福
祉
事
業
の
推
進
を
図
り
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
肢
体
不
自
由
者
施
設
、
身
体
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
及
び
身
体
障
害
者
医
療
セ
ン
タ
ー
の
受
託
経
営
を
行
っ
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
23
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
香
川
県
社
会
福
祉
事
業
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
16日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　

16,000,000円

委
託
金
　
　
599,573,644円

4
事
業
の
概
要

当
事
業
団
は
、
県
と
一
体
と
な
っ
て
、
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
多
様
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、

知
的
障
害
者
が
自
立
し
た
生
活
を
地
域
社
会
に
お
い
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
及
び
知
的
障
害
者
授
産
施
設
香
川
県
ふ
じ
み
園
並
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一
三

び
に
知
的
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
香
川
県
ふ
じ
み
園
福
祉
ホ
ー
ム
の
受
託
経
営
等
の
事
業
を
実
施
し
て

い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
24
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
か
が
わ
産
業
支
援
財
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
19日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金

4,768,803,207円

補
助
金
　
　
566,630,997円

貸
付
金

前
年
度
末
貸
付
残
高

4,016,205,375円

当
年
度
貸
付
額
　
　
　

73,400,000円

当
年
度
償
還
額
　
　
　
　
337,001,500円

当
年
度
末
貸
付
残
高

3,752,603,875円

委
託
金
　
　
120,361,648円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
香
川
県
に
お
け
る
産
業
及
び
学
術
の
振
興
発
展
と
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
形
成
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
新
産
業
の
創
出
、
産
業
技
術
の
高
度
化
、
科
学
技
術
の
振

興
、
中
小
企
業
の
経
営
基
盤
の
強
化
等
を
図
る
た
め
総
合
的
な
支
援
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
、
貸
付
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
そ

の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指

示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
25
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
香
川
県
信
用
保
証
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
19日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金

3,991,856,289円

補
助
金
　
　
149,561,031円

貸
付
金

前
年
度
末
貸
付
残
高
　
　
　
　
　
　

0円

当
年
度
貸
付
額
　
　

37,815,000,000円

当
年
度
償
還
額
　
　

37,815,000,000円

当
年
度
末
貸
付
残
高
　
　
　
　
　
　

0円

4
事
業
の
概
要

当
協
会
は
、
中
小
企
業
者
等
の
た
め
に
信
用
保
証
の
業
務
を
行
い
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
者
に
対
す

る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
中
小
企
業
者
等
が
銀
行
そ
の
他
の
金
融

機
関
か
ら
資
金
の
貸
付
、
手
形
の
割
引
又
は
給
付
を
受
け
る
こ
と
等
に
よ
り
金
融
機
関
に
対
し
て
負

担
す
る
債
務
の
保
証
等
の
各
種
業
務
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
及
び
貸
付
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
　

れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
26
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
　
7,000,000円

補
助
金
　
　
　
9,000,000円

委
託
金
　
　
235,755,361円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
産
業
の
振
興
及
び
発
展
並
び
に
県
民
の
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
設
立
さ
れ
、
香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
管
理
及
び
運
営
を
行
い
、
見
本
市
、
展
示
会
等
の
誘
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一
四

致
及
び
開
催
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。

第
27
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
高
松
勤
労
者
総
合
福
祉
振
興
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
35,000,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
勤
労
者
に
対
し
、
職
業
に
関
す
る
相
談
等
各
種
の
相
談
に
応
じ
、
及
び
職
業
に
関
す

る
情
報
を
提
供
し
、
並
び
に
教
養
、
文
化
、
研
修
、
ス
ポ
ー
ツ
等
の
活
動
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
等

に
よ
り
、
勤
労
者
の
福
祉
の
充
実
と
勤
労
意
欲
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
雇
用
の
促
進
と
職
業
の
安

定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
28
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
高
松
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
150,000,000円

補
助
金
　
　
　
3,438,329円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
国
内
外
の
観
光
及
び
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
誘
致
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
高
松
市
の
観

光
振
興
と
高
松
市
及
び
香
川
県
に
お
け
る
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
振
興
を
図
り
、
も
っ
て
国
際
相
互
理

解
の
増
進
並
び
に
地
域
経
済
の
活
性
化
及
び
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ

れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
29
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
管
理
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
263,000,000円

委
託
金
　
231,730,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
及
び
坂
出
緩
衝
緑
地
の
適
切
な
管
理
及
び
運
営
を
行
い
、
も
っ

て
活
力
あ
る
地
域
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施

し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
30
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
サ
ン
ポ
ー
ト
財
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
5,000,000円

補
助
金

12,847,851円

委
託
金

21,940,012円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
の
賑
わ
い
創
出
事
業
と
公
共
施
設
の
効
率
的
な
管
理
等
を
行
う
こ

と
に
よ
り
地
域
の
活
性
化
を
図
り
、
も
っ
て
公
益
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
第
九
一
九
五
号
）

一
五

サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
の
振
興
に
関
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
31
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
農
業
振
興
公
社

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金

1,722,000,000円

補
助
金
　

87,634,528円

貸
付
金
　

52,500,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
農
地
の
集
団
化
等
に
よ
る
農
地
保
有
の
合
理
化
を
促
進

す
る
と
と
も
に
、
意
欲
あ
る
農
業
者
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
、
生
産
性
及
び
収
益
性
の
高
い
農
業

の
確
立
並
び
に
近
代
的
な
農
業
経
営
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
青
年
等
就
農
者
を
育
成
す
る
た
め
の
活

動
を
支
援
し
、
も
っ
て
香
川
県
の
農
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
　

の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
補
助
金
及
び
貸
付
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て

お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
32
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
社
団
法
人
香
川
県
青
果
物
生
産
出
荷
安
定
基
金
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
16日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
　
185,989,000円

補
助
金
　
　
234,164,764円

4
事
業
の
概
要

当
協
会
は
、
青
果
物
の
安
定
的
な
生
産
出
荷
の
促
進
、
経
営
安
定
対
策
、
需
要
拡
大
対
策
等
の
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
県
の
野
菜
、
果
樹
産
地
の
振
興
と
農
家
経
営
の
安
定
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
33
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
香
川
県
漁
業
信
用
基
金
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
351,350,000円

4
事
業
の
概
要

当
協
会
は
、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
に
基
づ
き
、
金
融
機
関
の
中
小
漁
業
者
等
に
対
す
る
貸
付
け

等
に
つ
い
て
そ
の
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
り
中
小
漁
業
者
等
が
必
要
と
す
る
資
金
の
融
通
を
円

滑
に
し
、
中
小
漁
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
漁
業
近
代
化
資
金
等
の
債
務

保
証
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
34
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
水
産
振
興
基
金

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
1,204,000,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
本
県
の
産
業
経
済
の
振
興
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
稚
魚
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一
六

放
流
事
業
に
対
す
る
助
成
事
業
や
粉
石
け
ん
の
使
用
促
進
を
図
る
公
害
対
策
事
業
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
ヒ
ラ
メ
等
の
種
苗
生
産
と
配
付
を
県
の
委
託
を
受
け
て
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
35
監
査
対
象
団
体
　
　
　
　
第
24回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
香
川
県
実
行
委
員
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度
及
び
平
成
16年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
11日

3
県
の
負
担
金
の
額
　
　
　
平
成
15年
度
　

39,356,000円

平
成
16年
度
　
　
484,998,000円

4
監
査
の
結
果

第
24回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
香
川
県
実
行
委
員
会
負
担
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に

つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事

項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
36
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
香
川
県
土
地
開
発
公
社

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
12日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
50,000,000円

貸
付
金

前
年
度
末
貸
付
残
高
　
　
　

8,413,223,463円

当
年
度
貸
付
額
　
　
　
　
　
　

10,922,593円

当
年
度
償
還
額
　
　
　
　
　

3,137,290,623円

当
年
度
末
貸
付
残
高
　
　
　

5,286,855,433円

債
務
保
証

当
年
度
末
債
務
保
証
残
高

14,100,000,000円

4
事
業
の
概
要

当
公
社
は
、
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
地
域
の
秩
序
あ
る
整
備
と
県
民

福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
公
共
用
地
、
公
用
地
等
の
取
得
、
管
理
、

処
分
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
、
貸
付
金
及
び
債
務
保
証
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ

て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
37
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
19日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
20,500,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
地
方
公
共
団
体
が
施
行
す
る
建
設
事
業
の
円
滑
か
つ
適
正
な
執
行
に
協
力
す
る
と
と

も
に
、
建
設
技
術
者
の
技
術
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
良
質
な
社
会
資
本
の
整
備
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
建
設
技
術
に
関
す
る
研
修
、
講
習
及
び
指
導
、
建
設
事
業
に
関
す
る
設

計
、
積
算
及
び
施
行
管
理
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
38
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
香
川
県
道
路
公
社

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
12日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　

1,568,782,000円

貸
付
金

前
年
度
末
貸
付
残
高

9,161,742,000円

当
年
度
貸
付
額
　
　
　
　
558,000,000円



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

（
第
九
一
九
五
号
）

一
七

当
年
度
償
還
額
　
　
　
　
950,843,000円

当
年
度
末
貸
付
残
高

8,768,899,000円

4
事
業
の
概
要

当
公
社
は
、
香
川
県
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
通
行
又
は
利
用
に
つ
い
て

料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
総
合
的
か

つ
効
率
的
に
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
こ
の
地
域
の
地
方
的
な
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
し
て
交
通
の

円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
住
民
の
福
祉
の
増
進
と
産
業
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
設
立
さ
れ
、
関
係
の
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
貸
付
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
39
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
下
水
道
公
社

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　
340,000,000円

補
助
金

24,307,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
県
の
下
水
道
の
円
滑
な
維
持
管
理
を
図
る
と
と
も
に
市
町
の
下
水
道
の
整
備
を
促
進

し
、
も
っ
て
県
民
の
健
康
で
快
適
な
生
活
環
境
の
向
上
と
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
県
の
下
水
道
の
維
持
管
理
業
務
、
市
町
の
下
水
道
台
帳
の
調
整
助
成
、

下
水
道
の
整
備
に
関
す
る
広
報
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
40
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
香
川
県
住
宅
供
給
公
社

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
12日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　

10,000,000円

委
託
金
　
　
568,288,140円

4
事
業
の
概
要

当
公
社
は
、
県
の
住
宅
対
策
に
呼
応
し
、
住
宅
を
必
要
と
す
る
勤
労
者
に
対
し
、
居
住
環
境
の
良

好
な
集
団
住
宅
及
び
そ
の
用
に
供
す
る
宅
地
を
供
給
し
、
も
っ
て
住
民
の
住
生
活
の
安
定
と
社
会
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
住
宅
の
建
設
、
分
譲
及
び
県
営
住
宅
の
管

理
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
適
正
に
執

行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
41
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
体
育
協
会

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　

11,000,000円

補
助
金
　
　
　
2,999,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
県
民
総
体
育
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
ス
ポ
ー
ツ
を
普
及
奨
励
し
、
ス
ポ
ー
ツ
精
神
を

養
う
と
と
も
に
、
全
て
の
県
民
が
、
生
涯
体
育
・
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
が
実
践
で
き
る
よ
う
な
諸
条
件
の

整
備
に
つ
と
め
、
県
民
の
体
力
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
国
民
体
育
大

会
へ
の
選
手
の
派
遣
な
ど
各
種
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
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な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
42
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
置
県
百
年
記
念
香
川
県
芸
術
文
化
振
興
財
団

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
12月

9
日

3
県
の
出
資
金
等
の
額
　
　
出
資
金
　

1,010,000,000円

委
託
金
　
　
　
916,818,793円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
文
化
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
自
主
的
、
創
造
的
な
芸
術
文
化
活
動
を
助
長
し
、

も
っ
て
本
県
に
お
け
る
個
性
豊
か
な
文
化
の
向
上
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、

芸
術
文
化
鑑
賞
機
会
の
提
供
、
地
域
芸
術
文
化
の
振
興
等
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
及
び
委
託
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね

適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

第
43
監
査
対
象
法
人
　
　
　
　
財
団
法
人
香
川
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

1
監
査
対
象
年
度
　
　
　
　
平
成
15年
度

2
監
査
実
施
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月
12日

3
県
の
出
資
金
の
額
　
　
　
503,360,000円

4
事
業
の
概
要

当
財
団
は
、
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
及
び
被
害
の
救
済
の
た
め
の
活
動
を
推
進
　

す
る
こ
と
に
よ
り
、
暴
力
の
な
い
安
全
で
平
穏
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

立
さ
れ
、
暴
力
追
放
相
談
事
業
、
不
当
要
求
防
止
責
任
者
事
業
、
暴
力
排
除
広
報
啓
発
事
業
等
を
行

っ
て
い
る
。

5
監
査
の
結
果

出
資
金
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
お
り
、
指
摘
事
項
、
指
導
注
意
事
項
及
び
検
討
指
示
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。


